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八
木
議
員

①
条
例
に
基
づ
き
、
実
態
調
査
を

行
っ
て
い
る
と
思
う
が
、
最
新
の

空
き
家
の
件
数
と
特
定
空
家
等
の

認
定
件
数
は
。

②
空
き
家
の
所
有
者
が
分
か
ら
な

い
な
ど
の
困
難
な
事
例
が
た
く
さ

ん
あ
る
と
思
う
が
、
ど
の
よ
う
に

対
処
し
て
い
る
の
か
。

③
空
き
家
の
近
隣
住
民
の
苦
情
や

相
談
の
内
容
と
そ
れ
に
対
す
る
対

応
は
。

④
空
き
家
は
活
用
次
第
で
は
人
口

減
少
対
策
、
移
住
・
定
住
等
の
促

進
な
ど
町
の
経
済
を
活
性
化
さ
せ

る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
思
う

が
、
今
後
、
ど
の
よ
う
に
対
処
し

て
い
く
の
か
。

⑤
本
年
６
月
、
法
律
の
一
部
が
改

正
さ
れ
、
適
切
な
管
理
が
さ
れ
ず
、

放
置
す
れ
ば
特
定
空
家
に
な
る
お

そ
れ
が
あ
る
物
件
を
新
た
に
「
管

理
不
全
空
家
」
と
定
め
ら
れ
た
。

今
後
、
国
の
指
針
に
基
づ
き
対
処

し
て
い
く
と
思
う
が
、
そ
の
進
め

方
等
は
。

問

　

町
長

①
平
成
26
年
度
に
調
査
を
行
っ
て
、

２
１
９
戸
の
空
き
家
が
あ
る
こ
と

が
判
明
し
た
。
そ
の
後
、
毎
年

「
建
築
保
全
業
務
現
地
調
査
」
を

行
い
、
当
初
は
延
べ
48
戸
を
特
定

空
家
と
認
定
し
て
い
た
が
、
そ
の

後
解
体
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、
現

在
で
は
29
戸
を
特
定
空
家
に
認
定

し
て
い
る
。

②
所
有
者
が
分
か
ら
な
い
空
き
家

等
に
対
し
て
は
、
「
空
家
等
対
策

の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」

の
規
定
に
よ
り
、
固
定
資
産
税
の

課
税
等
で
利
用
し
て
い
る
方
や
、

そ
の
他
所
有
者
等
に
関
す
る
情
報

を
利
用
し
、
関
係
す
る
自
治
体
に

住
民
基
本
台
帳
情
報
や
戸
籍
情
報

を
請
求
す
る
な
ど
把
握
に
努
め
て

答

い
る
。

ま
た
、
所
有
者
等
が
遠
く
に
い

る
場
合
や
、
複
数
人
い
る
場
合
に

も
固
定
資
産
税
等
の
情
報
を
元
に

把
握
し
、
文
書
等
に
よ
り
指
導
・

勧
告
等
を
通
知
し
て
い
る
。

し
か
し
、
通
知
し
て
も
全
く
反

応
の
な
い
所
有
者
等
に
つ
い
て
も
、

年
に
１
回
は
指
導
・
勧
告
等
を
再

通
知
し
て
い
る
。

③
苦
情
や
相
談
が
あ
っ
た
ら
す
ぐ

に
現
場
を
確
認
し
、
所
有
者
等
へ

修
繕
等
を
促
す
連
絡
を
し
て
い
る
。

ま
た
、
所
有
者
等
が
不
明
あ
る
い

は
遠
く
に
い
る
場
合
は
、
危
険
回

避
等
の
た
め
早
急
に
対
応
が
必
要

と
判
断
し
た
際
は
、
消
防
署
等
へ

応
急
処
置
を
依
頼
す
る
な
ど
の
対

応
を
取
っ
て
い
る
。

問

答

どう対処する　空き家を

管理の確保や活用の拡大、方策を
探る

八
や ぎ

木　　史
ふみと

議員質問者の動画が
視聴できます。
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④
空
き
家
の
活
用
は
、
活
用
可
能

な
物
件
情
報
を
い
か
に
拾
い
上
げ

る
こ
と
が
で
き
る
か
に
尽
き
る
。

現
在
、
五
所
川
原
圏
域
で
行
っ
て

い
る
空
き
家
バ
ン
ク
へ
の
登
録
を

推
進
す
る
た
め
、
広
報
紙
へ
の
掲

載
、
固
定
資
産
税
の
納
税
通
知
書

に
チ
ラ
シ
を
同
封
す
る
な
ど
情
報

発
信
を
図
っ
て
い
る
。

ま
ず
は
、
活
用
可
能
な
空
き
家

の
情
報
収
集
を
進
め
、
次
年
度
以

降
の
空
き
家
活
用
事
業
の
実
施
に

つ
な
げ
た
い
。

⑤
本
町
で
は
こ
れ
ま
で
、
特
定
空

家
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
な
い
空

き
家
で
あ
っ
て
も「
準
特
定
空
家
」

と
し
、
特
定
空
家
と
同
様
に
解
体

費
の
一
部
を
助
成
す
る
な
ど
、
特

定
空
家
化
の
未
然
防
止
に
努
め
て

き
た
。

今
後
も
、
国
の
強
化
事
項
に
基

づ
い
て
空
家
等
対
策
計
画
を
見
直

し
、
管
理
不
全
空
家
の
特
定
空
家

化
の
防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
、

空
き
家
の
管
理
の
確
保
や
活
用
の

拡
大
に
つ
い
て
、
方
策
を
探
り
な

が
ら
進
め
て
い
き
た
い
。

　

八
木
議
員

加
齢
性
難
聴
者
の
補
聴
器
購
入

助
成
制
度
の
創
設
を
検
討
し
て
ほ

し
い
。

ま
た
、
聴
覚
障
害
６
級
以
上
の

方
で
、
制
度
に
よ
り
補
聴
器
を
購

入
し
て
い
る
人
数
は
。

　

町
長

国
や
県
、
近
隣
市
町
村
の
動
向

を
注
視
し
な
が
ら
補
助
制
度
を
検

討
し
て
い
く
。
ま
た
、
令
和
５
年

８
月
末
現
在
で
聴
覚
障
害
６
級
以

上
は
30
人
で
、
制
度
に
よ
り
補
聴

器
を
購
入
し
た
方
は
、
令
和
元
年

度
か
ら
令
和
５
年
８
月
末
ま
で
で

27
人
（
延
べ
32
件
）
で
、
こ
れ
ら

の
補
聴
器
購
入
費
用
に
対
し
て
、

総
額
１
４
２
万
円
を
補
助
し
て
い

る
。 高

齢
者
の
補
聴
器
購
入

の
助
成
を

問答

　

八
木
議
員

①
会
計
年
度
任
用
職
員
に
は
、
い

ろ
い
ろ
な
職
種
が
あ
る
。
一
般
事

務
職
と
は
異
な
る
技
術
職
の
給
料

表
は
何
を
適
用
し
て
い
る
の
か
。

②
本
年
４
月
、
自
治
体
で
働
く
非

正
規
職
員（
会
計
年
度
任
用
職
員
）

の
ボ
ー
ナ
ス
を
拡
充
す
る
改
正
地

方
自
治
法
が
可
決
、
成
立
し
た
。

支
給
す
る
か
の
判
断
は
各
自
治
体

に
委
ね
ら
れ
た
が
、
せ
め
て
最
初

は
、
一
般
職
の
半
分
程
度
で
よ
い

の
で
支
給
で
き
な
い
か
。

会
計
年
度
任
用
職
員
に

処
遇
改
善
を

問

　

町
長

①
一
般
事
務
補
助
の
ほ
か
、
医
療
関
係
や
教
育
関
係
、
技
能

労
務
関
係
な
ど
の
会
計
年
度
任
用
職
員
が
お
り
、
報
酬
額
は

全
て
一
般
行
政
職
に
お
け
る
給
料
表
の
職
務
級
の
俸
給
月
額

を
適
用
の
基
礎
と
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
の
内
容
や

責
任
の
程
度
、
必
要
と
な
る
技
術
及
び
職
務
経
験
等
を
考
慮

し
つ
つ
、
民
間
企
業
の
給
与
水
準
の
状
況
等
を
踏
ま
え
職
種

ご
と
に
定
め
て
い
る
。

②
令
和
６
年
４
月
か
ら
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
し
て
も
勤

勉
手
当
の
支
給
が
可
能
と
な
っ
た
。
本
町
も
令
和
２
年
度
の

制
度
開
始
当
初
か
ら
期
末
手
当
を
支
給
し
、
令
和
４
年
度
か

ら
は
一
般
職
と
同
様
の
支
給
率
ま
で
引
き
上
げ
た
が
、
今
回
、

支
給
が
可
能
と
な
る
勤
勉
手
当
も
県
の
取
扱
い
と
の
均
衡
や

適
正
な
処
遇
の
確
保
の
観
点
か
ら
、
支
給
が
適
当
で
あ
る
と

考
え
る
。
具
体
的
な
支
給
方
法
は
、
常
勤
職
員
に
適
用
さ
れ

る
人
事
評
価
制
度

を
基
本
と
し
な
が

ら
、
成
績
率
や
在

職
期
間
割
合
等
に

つ
い
て
は
、
地
域

の
実
情
や
任
用
形

態
な
ど
を
踏
ま
え

て
判
断
し
た
い
。

答


